
令和５年４月 

北海道厚生局 

健康保険組合における監査結果等について 

 

１ 監査目的 

  健康保険組合（以下「組合」という。）に係る監査は、組合が、国が行う健康保険事業を代行する公法人として、法令及

び通達等に適合した業務執行の確保を図るとともに、事業運営について、同事業の本旨に沿った適正で円滑な組合運営が

実施されるよう、指導を行うことを目的に実施しています。  

 

２ 監査対象   

  厚生労働省保険局長から通知された監査実施要網に基づき、当厚生局において毎年度実施計画を策定し、監査の対象と 

なる組合を選定しています。  

  監査の対象の選定にあたっては、原則５年に１回程度の間隔で、定期的に実地監査を実施しています。 

 

３ 監査内容 

  組合会及び理事会に関する事項、組合事務局に関する事項、事務処理に関する事項、保健事業に関する事項、医療費適 

正化対策に関する事項、適用に関する事項、保険給付に関する事項、経理事務に関する事項並びに個人情報に関する事項 

について監査を実施しています。 

 

４ 監査結果 

  監査時の指摘事項は、組合から文書により「改善措置状況」の提出を求め、必要な是正改善措置の内容確認を行ってい 

ます。なお、これまで実施してきた監査における指摘事項は「別紙」のとおりですので、組合の事業運営の自主的な点検 

を行う際等にご活用ください。 

 

 

 



別紙 

健康保険組合の監査における令和４年度指摘事項 

 

区分 指摘事項 

保健事業 
○健康管理事業推進委員会（これに類する機関等）が、健康保険組合事業運営指針に基づき、理事会に対し意見を提出したことが確認

できるよう記録を残すこと。 

適用・給

付 

○保険給付費の不支給に係る教示については、平成 28 年 3 月 28 日付け事務連絡「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律の施行について」別添２に示す教示文に改めること。 

経理事務 

○予備費を組合規約に定められた費途以外（雑支出・補助金等返還金支出）に充当していたが、同様の事象が発生することのないよう

今後の対応を検討すること。 

○適正な財産管理を行うため、平成 19 年 2 月 1 日付保保発第 0201001 号、平成 19 年 3 月 30 日付保保発第 0330001 号厚生

労働省保険局保険課長通知に基づき、財産管理規程を整備すること 

○収支差引残簿については、平成 14 年 9 月 26 日付保保発第 0926002 号厚生労働省保険局保険課長通知に基づき、単独帳簿とは

せずに歳出簿の末尾に綴ること。 

○出納員以外で現金領収をする者にあたっては、会計事務規程に基づき、分任等の任免をすること。 

個人情報 〇組合会議員の就任に当たり、個人情報保護管理規程に基づく教育研修等を実施すること。 



                                                      

健康保険組合の監査における過去に指摘された事項 

 

区分 指摘事項 

組合会      

及び 

理事会 

○組合会への代理出席の取扱いについて、健康保険法施行令第１２条及び規約に基づき適正に行うこと。 

○組合会の互選議員の選挙については、健康保険法第１８条、規約等に基づき適正に行うこと。 

○理事長及び理事の選挙については、健康保険法第２１条、規約等に基づき適正に行うこと。 

○選定議員を代表事業主が選定している場合の委任状について、全ての事業主から委任状を取得すること。 

組合 

事務局 

○組合会及び理事会の会議録について、健康保険法施行令第１３条及び規約に基づき、事実関係が明確になるよう適正に記載するこ

と。 

○理事長の職務の代理について、健康保険法第２２条第１項の規定に基づき、設立事業所の事業主が選定した組合会議員である理事の

うちから、あらかじめ理事長が指定すること。 

監事 

○監事が実施する監査については、健康保険法第２２条第４項に基づき、適用、給付、保健事業の事務処理等についても行うこと。 

○監事の選挙について、選定議員のみで選定監事、互選議員のみで互選監事を選挙しているため、健康保険法第２１条第４項の規定に 

基づき適正に行うこと。 

事務処理 ○公告すべき事項は、規約に基づく方法で、漏れなく公告すること。 



区分 指摘事項 

事務処理 

○健康保険組合規約の変更に係る公告がされていないため、健康保険法施行令第 3 条第 2 項に基づき公告すること。 

○公告簿について、理事長までの決裁を行うこと。 

保健事業 

○特定健康診査等実施計画について、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条第３項の規定に基づき公表すること。 

○第３期特定健康診査等実施計画について、その期間が５年で策定されているため、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条に基づき

６年ごとに６年を一期として策定すること。また、実施項目、外部委託等について具体的に記載すること。 

収納 ○保険料等を徴収しようとするときは、健康保険法施行規則第１３６条に基づき、「納入告知書」で納入の告知をすること。 

適用・給

付 

○事業所あての納入告知書について、平成２８年４月施行の健康保険法改正を踏まえた教示文にすること。 

○適用に係る確認通知書、標準賞与額決定通知書及び保険給付に係る支給（不支給）決定通知書が健康保険組合名で通知されているこ

とから、健康保険法第２２条に基づき、健康保険組合理事長名に改めること。 

○標準報酬の決定等を行ったときは、健康保険法第４９条第１項に基づき、その旨を事業主に通知すること。また、同条第２項に基づ

き、当該通知を受理した事業主に対して速やかに、被保険者等に通知するよう指導すること。 

○任意継続被保険者の前納保険料の還付を行うときは、健康保険法施行規則第１４１条に基づき、還付請求書を提出させること。 



区分 指摘事項 

適用・給

付 

○任意継続被保険者が適用事業所に使用されたとき等については、健康保険法施行規則第４３条に基づき、被保険者より申出書を提出さ

せること。 

経理事務 

○会計事務に関し適正な事務処理を行うため、会計事務取扱規程を整備すること。 

○適正な財産管理を行うため、財産管理規程を整備すること。 

○手持ち現金について、財産管理規程に基づく金額の範囲内とすること。 

○旅費の支給について、旅費規程に基づき適正に行うこと。 

○旅費の支払に際しては、出張者の押印のある受領証を徴取し、管理すること。 

○組合会の議決事項である各項間の科目流用を緊急を要すると認めて理事長専決にて行う場合は、理事長の決裁を受けること。 

○金庫・通帳の管理について、財産管理規程及び会計事務取扱規程に基づき管理責任者が適正に行うこと。  

○準備金の保有に関する規約の規定について、事業運営基準に基づき「保険給付費に要した費用の平均年額の１２分の１」に是正する

こと。 

○健康保険組合の親睦会費の補助について、支出根拠を常務理事の決裁で行っていることは適切でないため、規程を作成し組合会の 

 議決を経ること。 



区分 指摘事項 

経理事務 

○準備金及び積立金台帳について、「総括簿」「内訳簿」「明細簿」を整備すること。 

○現金出納簿について、一般と介護の勘定別にそれぞれ作製されているため、単独帳簿とすること。 

○法定準備金について、一般勘定分と介護勘定分を別口座で管理すること。 

○支払余裕金、法定準備金（一般勘定分、介護勘定分）、別途積立金及び退職積立金については、適正な財産管理の観点から、それぞ

れ別口座で管理すること。 

○規約について、必要な改正を行うこと。 

○切手については、受払簿を備えつけるなどにより、適正に管理すること。 

○備品台帳について、財産管理規程に基づき、毎年度 1 回以上照合した確認年月日を記載及び確認者の署名等により確認した事跡を残

すこと。 

○積立金台帳の内訳簿については、「繰替使用中」を設け、繰替使用した場合は増額欄に、繰替使用分を返還した場合は減額欄に記載す

ること。 

個人情報 ○役職員の採用及び組合会議員の就任等に当たり、個人情報保護等の研修や教育について実施し、その記録を残すこと。 

 

 


